
様式第 1号 (乙 )(第 2条関係 )

堺市議会議長 的場 慎 様

収 支 報 告 書

議員氏名

令和 6年 4月 30日

黒 田 征 樹

(単位 円)

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度
政務活動費について次のとおり報告します。

収  入

支  出

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等
1政務活動費

2そ の他

,

2,970,000 @270000円 X 11ケ月 2,970,000円

収 入 合 計 2,970,000

使 途 項 目 決 算 額 左の うち政務活動費充当領 備 考

調 査 研 究 費 791,091 791,091 市の事務及び行財政に関する調査研究

研 修 費 0 0

要 請 ・ 陳 情 活 動 費 0 0

△
ム 議 費 0 0

資 料 作 成 費 0 0

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

59,800 59,300 活動のために必要な図書、資料等の購入

556,144 556,144 活動又は市政を住民に報告し、又は宣伝

人 件 費 402,300 402,300 活動を補助する職員を雇用

事 務 ・ 事 務 所 費 726,024 726,024 活動に必要な事務所の設置又は管理

支 出 合 計 2,534,859 2,534,859
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様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 5年度   事業実施報告書

会派の名称 ,議員氏名 黒田 征樹

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

[調査研究費]

福岡県・佐賀県への

視察

[資料購入費]

新聞の購読

[広報 。広聴費]

市政レポー トの印刷

[事務・事務所費 ]

事務所の賃借

10/12.13

5/1ハψ3/31

3月

5/1い彰3/31

福岡市の行政 DX及び戦略的広報、佐賀県産

業スマー ト化センターについての視察を行つ

た。

市政に関する情報収集を行うため、新聞の購

読を行った。

市政に関する調査報告を行 うため、市政活動

報告紙を35,000部 印刷した。

市政相談及び市政に関する調査研究を行うた

め、東区日置荘田中町において、事務所を借

り上げた。
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。 黒 田 征 樹

年月日
霊理

碁暑
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

05,05.08
0501

53,152 -53,152 車リース代 ①

05,OS.08
0502

5,07g -58,23C 陽帯 ③

05,05,08
0503

10,387 -68,617 Microsoft 368 Personal ③

05.05,09
0504

28,350 い96,967 人件費 (4月 分) ⑥

05.05,09
0505

2,400 -99,36? ガノリン代 ①

05,05,10
0500

7,741 …107,108 電話・プロバイメ‐代 ⑨

05,05.18
0507

2,40C -109,508 ガノ′ン代 ③

05.05,23
0508

4,90C -111,408 新聞購読料 (5月 分) ⑥

05.05.26
05-
0609

2,400 -116180嘔 ガン,ン代 ①

05i OSと 29
0510

6,912 -120,72C 車保険代 ①

05,05.31
05-
0511

44,230 …167,9SC 事務所家貨 (6月 分) ⑨

月 計 0 167,956 -167,956

累 計 0 167,953 い167,95奄

iti

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、①人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  黒 田 征 樹

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

-167,95C

05 06.05
05-
0601

5,08( -173,03G 携帯 ⑨

05.06.07
0602

53,15乏 -226,188 車ツース代 ①

05 06.07
0603 2,40C -228,53こ ガノリン代 ①

05,06 08
0604

40,950 -269,53[ 人件費 (5月 分) ⑥

05 06.09 540,000 270,462 正女務活動費5～ 6月 赤獲入

05.06 12
0605 7,58遷 262,874 電話・プロバイダ¬代 ⑨

05 06.12
0606

4,224 258,650 コピー用紙 ◎

05 06.17
0607 2,40C 256,25C ガツリン代 ①

05 06.23
0608

4,900 251,35( 新聞購読料 (6瘍 分) ⑥

05,06.27
0609 6,91Z 244,438 車保険代 ①

05 06.30
0610

49,152 195,286 事務所家賃 (7月 分) ◎

05 06.30
05-
0611

8,76C 186,52( Wi一Fi ⑨

月 計 540,00C 185,513 354,48壱

累 計 540,000 353,474 186,52て

ゝ
,

メ

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

称 日 樹

務所賃借料など)

2 「項目」桐には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記戦する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要備

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、③資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

180,526

05,07.01
0701

2,40く 18■ 126 ガノリン代 ①

05,07.04
0702

5,077 179,049 隣帯 ⑨

05.07.07
0703

53,152 125,897 車リース代 ①

06.07.10 810,00C 985,89, 度務活動費7～9月 分受入

05,07,10
0704

7,475 928,42E 職語・プ E″ パイダー代 O

05.07.10
0705

40,980 887,472 人件費 (6月 分) ①

06.07.12
0706

2,400 885,072 ガンリン代 ①

06.07.20
0707

2,40( 882,672 ガンツン代 ①

05.07.24
0708

5,50C 877,172 新聞購読料 (7月 分) ③

05.07.25
05-

0709
1,834 875,330 インデンクス・ボ~ルペン (吊・赤) ◎

06.07.27
0710

6,064 869,274 車保険代 ①

05,07.29
05-
0711

21400 866,87Ч ガツツン代 ①

05.07.31
0712

49,152 817,72: 事務所家貸 (8月 分) ◎

05.07,31
0713

53,152 764,87( ナイ ト保守2023年1月 ～6月 ①

月 計 810.00〔 231,95宅 578,044

累 計 1,350,00電 586,43( 7641570

■■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

‐

一
一
一
一

■
■
■
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様式第■101号|.(第 0!条閣棒)
.li              l   

―
      |

籍平翡辮轍離講こ争融絆
10事務■事務冴費)|
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務所賃イ普料なゞ )

1轟彗評選露篭覇轟斧錘離i零纏霧籍島轟籐略緊
】輩丹購入燕|― ⑦広線Ⅲ広聴警、O人件々 、

|◎事務●事務所舞)       .
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年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

416,6ユユ

05.10,04
1001

5,089 411,52? 携帯 ⑨

05,10.10 810,000 1,221,522 政務活動費10～ 12月 分受入

05,10:10
1002

2,40C 1,219,122 ガノツン代 ①

05,10.10
05-
1003

53,152 1,165,970 車ツース代 ①

05.10.10
1004

28,85C 1,187,620 人件費 (9月 分) ③

05,10.10
05-
1005

7,390 1,130,230 監話・プロパイダー代 ⑨

05.10,12
1006

200 1,130,030 観察宿泊税 ①

05,10。 13
1007

785 1,129,245 視察 (タ クシー代) ①

05,10.15
05-
1008

2,400 1,126,345 ガンリン代 ①

05。 10。 21
1009

2,400 1,124,448 ガンリン代 ①

05。 10.23
05-
1010

5,500 1,118,945 新聞購読料 (10月 分) ⑥

05。 10.27
05-
1011

6,064 1,112,881 車保険代 ①

05.10。 27
０５
．

‐０１２ 2,40C 1,110,481 ガノリン代 ①

05。 10.31
05-
1013

49,152 1,061,329 事務所家賃 (11月 分) ⑨

月 計 810,00G 165,282 644,718

累 .計 2,160,000 1,098,871 1,061,329

様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 黒 田 樹

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記戦する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務Ⅲ事務所費)

今 ‐
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

会派の名称・議員氏名  黒 田 征 樹

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、⑧人件費、

③事務・事務所費)

年月日
整理

番 号
収入額 文出額 残額 内容 項 目 その他

1,061,32〔

05 11 02
05-

1101
2,400 1,058,92C ガツリン代 O

05 11 06
05-

1102
r),092 1,053,R37 携帯 0

05 11 06
05-

1103
13,14t 1,040,697 視奈交通費 0

05 11 06
05-
1104

13,14C 1,027,557 視祭交通費 O

05 11 06
05-
1105

2,86C 1,024,697 視祭交通費 ∈)

05 11 06
05-

1106
2、 86C 1,021,837 l見察交通費 (と

'

05 11 07
05-

1107
53, 152 968,685 車リース代 0

05 11 09
05-
1108

2,400 966,28t ガツツンイ( ③

05、 11 09
05-

1109
89,600 926,68〔 人件費 (10月 分) ⑥

05 11 10
05-

1110
7,249 919,43( 電話・ フ ロハ イ ダー代 0)

051113 05-

1111
1,534 917,852 灯れ11代 ③

05 11 15
05-

1112
2,40C 915,45鬱 ガツリン代 0

05 11 22
05-
lH3 2,40C 913,052 ガンリン代 O

051■ 24
05-

lH4 5.50C 907,552 新聞コ‖読料 (11月 分) C)

05 11 27
05-
lH5 S,064 901,488 車保険代 0

05 11 30
05-

1116
49, 152 85″ ,336 事務所家賃 (12月 分) O

月 計 C 208,993 ク,1)ヽ |ヽ |(|:

累  計 2,160,00C 1,307,6ビュ4 852,33(

9



様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  黒 円 征 樹

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

852,33む

05,1201
1201

2,400 840,986 ガツリン代 ①

05 12 04
05-

1202
8,080 841,85〔 況察宿泊費 ①

05 12 04
0「)―

1203
5,089 836,767 防帯 0)

05 12 07
05-

1204
53,15乏 783,616 車リース代 0)

05 12 07
1205

1,58J 782,031 灯油代 ③

05,12.10
1206

2,40C 77〔J,631 ガソリン代 ①

05 12 11
1207

7,75G 771,875 電話・プロバイダー代 ③

05 12 11
05-
1208

39,600 732,275 人件ユ学(H月 分) ⑤

05 12 14
05-

1209
1,584 730,691 灯油代 ⑤

0512.17 05-
1210

2,400 728,291 ガソリン代 ①

05 12 23
05-
1211

2,40〔 725,891 ガツリン代 C,

05. 12.25
05-
1212

5,30C 720,391 新闘,苛 読料 (12月 分) ⑥

051227 05-
1213

6,06′l 714,3″ 7 車保険代 ①

06 12.27
06-

1214
49, 152 665,175 事務所家賃 (1月 分) ③

月 F十 0 187,161 iヽイ、iSl

累  計 2,160,000 1,494,8″ G 665,17〔

■■■

ヤヽ

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、①要請
。陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費(③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・ 黒 田 征 樹

務所賃借料など)

2 r項 目J欄には、堺市議会政務活pJ費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記栽する。 (次の番号の記戦でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、③資料購入費、⑦広報・広聴狩、③人件費.

◎事務・事務所費)

年月日
整理

番 暑
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

665,176

06.Ol.04
0101 2,40( 662,イ7[ ガンサン代 ①

06.01.04
06-
0102 5,134 657,641 携帯 ③

00.01.09
0103 59,152 604,489 車リース代 ①

00.01,10 810,000 li 414,489 咬務活動費l～ 3月 分受八

06.01,10
06-
0104 7,604 1,406,385 電需・プロパィダー代 ③

06.01,11
0105 36,30( 1,370,58〔 人件費 (12月 分) ③

06.01,11
0100 1,584 l,369,001 灯油代 ③

06.01,18
0107 2,400 1,866,601 ガノリン代 ①

00.01,22 06-
0108 1,00{ l,365,00ユ 視察駐車場代 ①

06.01.22
0109 1,584 1,364,017 灯油代 ③

06.01.23
0110 5,50( 1,358,317 析開購読料 (1月 分) ⑥

06.01,26 06-
0111 1,58巧 1,350,988 灯油代 ③

06.01,28 06-
0112 2,400 1,354,S33 ガノリン代 ①

06.01.29
06-
0113 C,064 1,348,469 車保険代 ①

06.01.31 06-
0114 49,152 1,299,317 事務所家賃 (2月 分) ⑨

月 計 810,000 175,858 634,142

累 計 2,970,00C 1,670,683 1,299,317

一
一
■
一

■
一
一

■
■

‐ ■■
■
■
■

■■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■

■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  黒 田 征 樹

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動狩、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、〇広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

項i日
ヽその他年月 日

整理

番暑
収入額 支出額 残襖 内容

1,2991317

①06,02,04
0201

2,400 1,296,91' ガンリン代

⑨06.02.04
06-
0202

1,584 1,295,33C た丁油代

③00,02.05
0203

5,140 1,290,191 隣帯

53,15, 1,237,041 車ツース代 ①06.02.07
06-
0204

1,235,457 灯油代 ⑨00.02.09
0205

1,58」

③06.02.13 け
０２０６

33,00C 1,202,457 人件費 (1月 分)

③06.02113
0207

7,392 1,195,065 電話・プロバイダー代

2,400 1,192,665 ガプリン代 ①08,02.14
00-
0208

⑨06,02.16
06-

0209
3,108 1,189,497 ノ′ンターインク

2,400 1,187,091 ガノリン代 ①06.02.21
06-
0210

⑨00.02.22
06-
0211

1,584 1,185,51t 灯油代

1,180,O13 新聞購誘料 (2月 分) ⑥06.02.26
0212

5,500

O06.02.27
0213

6,06電 1,173,949 車保険代

③06.02.29
0214

1,584 1,172,365 灯油代

③49,15E 1,123,213 事務所家賃 (3月 分)00,02.29
0215

月 計 0 176,104 …176,10電

2,970,000 1,346,78巧 1,123,213累 計

■■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

一
■

■

■
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年月日
整理

番暑
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

1, 123,218

06 03 02
06-

0301
1,95, 1, 121.25( マウス 0)

06 03 03
0302

2,40C 1,H8,85( ガ ソリン代 (1)

06 03 04
0303 5, 134 1, 113,722 批 41 ①

06 03 06
0304

1,584 1, 112, 13` 灯‖li十( ①

06 03 07
0305

53,lr)2 1,058,98G 革リース代 ①

06 03 11
0306

1,「】Rィ 1,0「)7,402 火]油代 ①

OCュ 0311
0307

39,60( l,017,80Z 人件J((2月 分) ①

060311
0308 7,81t 1,009,987 電話 ・フ ロバイグー十( ①

0603 18
0309

2,40C 1,007,58々 ガ ソリシ十( ①

06 03 22
06-
01lo 1,884 1,00S,001 角 111代 O

060〔〕22
06-
0311

21400 1 003 60β ガツリン代 l,

06 03 25
06-
0312

5,50( 998, 103 新聞I‖ 試料 (3月 分) ⑤

06 03 27
OS―

0313
6,06ィ 992,039 車保 険代 ①

060328 06-
0314

2,3ら 4 989,68f コ ピー用紙 ①

06 03 28
OC,一

〇31「)
49, 152 940153f 事務所家貨 (4月 分) ①

06 03 28
0316

195,30℃ 745,23f 市政レポー トFP'11イ ヤ 0

06 03 28
06-
0317

53, 1ら 2 692,081 サイ ト保守2023年 7月 ～ 12月 (砂

06 03 29
06-
0318

254,54( 437.541 市政レホー トホスティング代 ①

060331 06-
0319

2,40( 43ら ,141 ガツリン代 (F)

月  下十 ( 688,07セ rキ It'1空

累  Fl 2,970,00C 2,531,85C 435,141

■■■■■

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会」Rの名称 。 氏名  黒 田 征 樹

務所賃借料など)

2 「項目」襴には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記裁する。 (次の番号の記裁でも可)(①調査名オ究費、②研修費、①要請

・陳情活動費、④会議費、⑥資料作成費、⑥資料購入費、O広報・広聴費、③人件費、

⑥事務・事務所費)
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名   黒田 征樹

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 接分率

政務活動十後援会活動 1/2

政務活動+後援会活動半政党活動 1/3

 

 

堺市

2023年 4月 1日 2024年 3月 31 日

■直接雇用 □その他 (派遣等 )

9時間 / 週  (1日   3時 間X   3日  ′ 週)

□月額  国日額  ■時給 1,050円

■政務活動  国政党活動  □後援会活動  □( )活動

回勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勤務時間数)     時間

100% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)

14



参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな  生 年 月 日

氏  名  

現 住 所
T

堺市

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 2023年 4月 1日 か ら2024年 3月 31日 まで

就業場所
堺市東区日置荘田中町 208・ 3

黒田まさき事務所

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

就業時間 月・火・木曜午後 1時 00分から 午後 4時 00分まで

体   日
水・金・土 。日曜・祝日

給与 (賃金)

時給 1, 050円

給与支払
毎月末日締め、翌月 10日 支払い

給与振込先
現金支払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成し、双方が各 1通を保管する。

ιθ夕3年 とナ月 十 日

雇用者 、7、 切πユ樹 
被雇用者

15



参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名   黒田 征樹

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動+後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動+政党活動 1/3

 

 

堺市

2023寄i10月 1日 2024年 3月 31日

■直接雇用 □その他 (派遣等 )

9時間 / 週  (1日   3時 間X   3日  ′ 週)

□月額  □日額  ■時給 1,100円

■政務活動  国政党活動  □後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勤務時間数)     時間

100% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族  ■第二若  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数 とする。 )

16



（　、、／

参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

４
１

ふりがな  生 年 月 日

氏  名  

現 住 所
堺

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 2023年 10月 1日 か ら2024年 3月 31日 まで

就業場所
堺市東区日置荘田中町 208・ 3

黒田まさき事務所

仕事内容
政務括動にかかる補助及び関係書類の作成

就業時間 月・火・本曜午後 1時 00分から 午後 4時 00分まで

休   日
水 。金・土 。日曜・祝日

給与 (賃金)

時給 1, 100円

給与支払
毎月末日締め、翌月 10日 支払い

給与振込先
現金支払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は2通作成し、双方が各 1通を保管する。

と0み3年 lo月 1 日

雇用者 探、口 舅脇な

被雇用者

17



令和6年4月分   資金支払日:  令和5年S月19目

事業所宿t慕麟まさ諄 務F新

氏名

_辛
「

一一・・・・・・一一・一一一一！・一一一一一一一一一一一一一・一一一一・

令和S年4月 分 氏名‖脇 性男ll

始 業
確協印

1

分午後  16
時

時

00

00終 業
承穂印

日

付

出

勘

欠

勤

有

綸

労働時間
―

備考
日
付

出

助

欠

勤

有

給 伸考通常 残業 深夜 株自 J i常 残業 深夜
「

休日

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時
!

分 時 分

1(土 ) 17(月 ) O 3 00

2(日 ) 18(火 ) O 3: 00

3(月 ) 19(水 )

4(火 ) 201木) O 3. 00

5(水 ) 却(金)

0(木 ) ,,F+ヽ

,(金 ) 23(日〕

8(よ ) 24(月う0 ３

・
00

9(―口う 25(刃 io ３

．
100

0「 3 !00 26(水)

0 3 .00 2,(木 l
lo 3 100

!28t金
)

10 3 .00 29(土)

30(日う

15(■ )

16(日 |)

9日 通常労働時間| 27 :00

欠蜘回数 0日
|

一祟 0 :.00

宥給日1数 0日 1諌残労働 0:00
休日i労働 O 100

:通常労働時間資金!(2'0)| 読ヽ0再| 0・河
9  日| Oi円

残業|  (ho) キ当| 0円

(00) 01円―

体白
i労
働  てm)

保
陰
盤
除 計0円 0再|

手当 28れ001れ |

手 当

手当

手当

手群

①
支
給
金
額

東補金犠 軒 ?asso■

③
そ
の
他
一機
除

主綸金額0・丙i非謀親分 OiF

281350日 | 1  毒彗l支給観iO…②工③ :射030F
18
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Ｈ
付 備考

峰
一
■

一，
一
前
一

分
一

一博
一
，

一
峙
一

一分
一

，
一

生 ．室
・

2(金)

一岬
一

3(土 ) 10 ３

．

101 10C
一・・Ｅ

一・

5(月) 10.
llⅢ(水

,

0(火)
一３

一

|123(金 l

・０
一

3
!■ ||

||「|■ⅢⅢ14 一増
一

ω
一

||1可柳燃
'

!i:II

３

・
・

一“

llれt筆,

00

Ｉ
一

「
却 禦
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始 業 :

[ 午

一嘲
1分 |1持
―

分1麟

日

付
1時 !

分 :時
! 1分―

Ｈ
付 1剛 |

1(■) 也:`亜

2(日 ) 10
・３

1001

０
・

0(月う 3 00

一〇 一９4(火 )

・３ .00

0(水)

8(木) 一〇 00

7(金)

一０
一皇
■

|IⅨ■

一・一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一

19(回 ,

一

一

・一

一一

一

一

一一

一

一

一

一

一

工・「一・・一一一一一・一一一一一一一一一・一
一こ

11] ‖1)

■
■
■
■
十
■

―

エ

一

11,It,

．９

lS(土

' |||● :|:::―Ⅲ  Ⅲ Ⅲ ● ■ |〔 |

1命奉日5年8月 10首 |
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一匿
日
付

Ｈ
付

博
一■

群
一

・４
中

2(本オ ‖11(常 ,

主本101 3 100
||lel事

'平守斗 l理
一〇Ⅸ■)li |‖ぷ(月

'
心t自,| 11摯れ

ω
・'(月

球01
ｔ

・ 帯123(水
・
３，的
一

|liユ1本

'

10(本珂|: lil120(金 )

・３

・

一‥∞
一

‖26(土l

Ⅲ(金ll l ‖27(書

‖23(月,
．“
一

1129(お 13
一”

絲募i Ⅲllф(水 l

|1鰈

'I■

Ⅲ碑|1引Ⅲl(本) 3

le(水 )ll― i■ ||||111iilllll― i
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出 勤 簿 兼 賃 金 台 帳
令和5年9月 分 職名

始 集 午後  13 時  00 分

終 業 午後  16 時  00 分

事業所名:黒田まさき事務所

氏名 性別

氏名令和5年9月 分

時給: 1,050円

賃金支払日 :

月給

令和5年 10月 10日

円 :日給 円

確露印 承隠印

労働時間
日
付

出

動

欠

勤
有
給

通常 残業 深夜 休 日 備考
日

付

出

勤

欠

勘
有

給 残業 休日 備考

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

1 17(日

18(月 ) 日

3(日 19(火 ) O 3 00

4(月 0 3 00 20(水)

5( 0 3 00 21(木 ) O 3 00

X 23(上 )

24(日

9(土) 25(月 O 3 00

10(日 ) O 3 00

11(月 ) 0 3 00

12(火 ) 0 3 X

13(水 )

14(木 ) O 3

15(金 )

16(土)

出勧日数 9日 通常労働時間 27 00

欠勘日数 2日 早出残業 0 00

有給日数 0日 深夜労働 0 00

休日労働 0 00

①
支
給
金
額

通常労働!時間資金  (2■ 0) 28,350円

0円

0円

0円

0円

23,350円

28,350円

②
社
会
保
険
控
除

雇用保険料捜除 0円

9  日 厚生年金保険料控除

残業   (ao) 手当 健康保険料控除

深夜労働  (ao) 手当 介護保険料控除

休日労働  (00) 手当 社会保険料控除 計 0円

手当 社会保険料控除後の給与の金観 28,350円

手当

③
そ
の
他
控
除

源泉所得税

手 当

手当

手当

支綸金額 計

支給金額の内、非課税分 その他控除 計 0円

課税綸与金領 差引支綸額 ①一②―③ 28,350円
23
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０
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・
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一

X

０
一

13
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一

10 3 ・∞

一０
・

一∞
・

10i一〇 a .3 00

13 一ω
・
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:01 一∞

甲
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イ
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1性別

始 十

1終
・業

日
付

破韓印

構

.
澪露印

日

付

1時 |

1分 | 1薪 :

1博考

1(水) 17(金)

,(ホ) 0 3 10C 1■(■)

0(金) 10(日)

'0(月

)4(土 ) 101 前
一

121(1火 )St目) 一〇

0(月, ０
・

3
一０

一

０

一

!〔
 【1)    

・

一■ ｉ飩
一

,H

10(末 l

・３

一

∞
一

一０
一

一〇
・
０一〇

一〇 的
一

lS(水 l

16(木 )
-0010 : !_i:|:|

1欠的1

埼結

資金業払口|
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出 勤 簿 兼 賃 金 台 帳
令和5年 12月 分 職名

事業所名:黒田まさき事務所

氏名 性別

始 業 午後  13 時  00 分

絡 業 午後  16 時  00 分
確認印 承認印

日

付

出

動

欠

勁
有

給
出

勘

欠

勒

有

給

労働時
通常 残業 深夜 休 日 備考

日

付 通常 残業 備考
時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

1(金) 17(日 )

18(月 0 3

3(日
1 O 3

4(月 O 3 00

0 3 00 21(木) 0 3 00

22(金)

0 3 00

24(日

25(月 O 3

10(日 ) 0 3

11(月 ) O 3 00 2

1 0 3 28(木 )

1 29(金 )

1 O 3 00

1 5(金 ) 31(日

1 6(上 )

出勤日数 11日 通常労働時間 33 00

欠勘日数 0日 早出残業 00

有給日数 0日 深夜労働 00

休日労働 00

令和5年 12月 分

時給: 1,100円

賃金支払日

月給

令和0年 1月 11日

円 :日給 円

氏名

①
支
給
金
額

通常労働時間賃金  (3&0) 36,300円

0円

0円

0円

0円

36,300円

36,300円

②
社
▲富
保
険
控
除

雇用保険料控除 0円
11  日 厚生年金保険料控除

残業   (ao) 手当 健康保険料控除

深夜労働  (90) 手当 介護保険料控除

休日労働  (ao) 手当 社会保険料控除 計 0円
手当 社会保険料控除後の給与の金報 36,300円

手 当

③
そ
の
他
控
除

源泉所得税

手 当

手当

手当

支給金額 計

支給金額の内、非課税分 その他控除 計 0円
課税給与金額 連引支給領 ①一②―③ 36,300円26



出 勤 簿 兼 賃 金 台 帳
令和6年 1月分 職名

事業所名:熟田まさき事務所

氏名 性別

始 業 午後  13 時  00 分

終 業 午後  16 時  00 分
確認印 ・

 1承
盤印

日
付

出

勤

久

勤

宥

給 通 深夜 休日 備考
日

付

出

勘

欠

勘

有

給 通常 残業 深夜 目 備考

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

1(月

O 3 00

4(ホ )

S(金 ) 21(日

22(月 O 3

7(日 23(洪ζ) O 3

3(月 口

0 3 25(本) 0 3

10(水 )

11(木 ) O 3 27(■)

12(金 ) 28(日 )

1 29(月 ) 3 00

14(目 30(火) 0 3 00

15(月 O 3 00 31(水)

1 O 3 00

出勘日数 10日 通常労働時門 30 00

欠勁日数 0日 早出残業 0 00

有給日撒 0日 深夜労働 0 00

休日労働 0 00

令和6年1月 分

時給: 1,100円

賃金麦払口 :

月綸

令和0年2丹 1争日

円 :日給

氏`名

円

①
支
給
金
額

通常労働時間賃金  (3儀0) 33,000円 ②
社
会
保
険
控
除

雇用保険料控除

0円 厚生隼金保険料控除

0円 健康保険料捜除

0円 介離保険料控除

0円 社会保険料盤除 計

社会保険料控除後の給与の金額

源泉所得税

③
そ
の
他
控
除円

33t000円 壱I

その他控除 計

0円

:Q  日

残業   (儀0) 手当

深夜労働  (ao) 手当

休日労働  (ao) 手当 0円
手 当 33,000円

手当

手当

手当

手当

支給金額 計

支給金額の内、非課税分 0円

課税給与金根 33,000円
27



出 勤 簿 兼 賃 金 台 帳
令和6年2月 分 職名

始 業 午後  13 時  00 分

終 業 午後  16 時  00 分

事業所名:黒田まさき事務所

氏名 性別

氏名令和6年 2月 分

時給: 1,100円

賃金支払日:

月給

令和6年3月 11日

円 :日給 円

確認印 承認印

労働時間 労働時間
日

付

出

勤

欠

勘

有

給 通常 残業 深夜 休 日 備考
日

付

出

勤

欠

勤

有

給 通常 残業 深夜 休 日 備考

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

1 0 3 00 17(

2(金 ) 13(日 )

3(土 ) 19(月 O 3

4(日 ) 20(1火) O 3

5(月 ) 0 3 00 21

0 3 O 3

23(金 )

O 3 24(:土 l)

9(金 ) 25(日 )

1 26(月 ) O 3

11(日 27(火) 0 3

12(月 ) 日 28(水)

13(火 ) O 3 00 29(木) O 3 00

14(水 )

15(木 ) 0 3 00

16(金 )

出勘日数 12日 通常労働時間 36 00

欠勘日数 0日 早出残業 0 00

有給日数 0日 深夜労働 0 00

体日労働 0 00

①
支
給
金
額

通常労働時間賃金  (360) 39,600円 ②
社
会
保
険
控
除

雇用保険料控除

0円 厚生年金保険料控除

0円 健康保険料控除

0円 介護保険料控除

0円 社会保険料控除 計

社会保険料控除後の給与の金額

源泉所得税

③
そ
の

他
控
除39,600円

その他控除 計

39,600円 差引支綸額

0円
12  日

残業   (儀0) 手当

深夜労働  (90) 手当

休日労働  (00) 手当 0円

手 当 39,600円

手 当

手 当

手当

手 当

支給金額 計

支給金額の内、非課税分 0円

課税給与金額 39,600円
28



参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名  黒 田 征 樹

管理責任者

(議員名)

黒田 征樹

事務所名 黒田まさき事務所

所在地

〒599-8113

堺市東区日置荘田中町 208‐ 3

TEL   072(286)4448

兼用の有無

□自宅兼事務所  ■専用事務所 (賃貸借契約先    )

他用途 との兼用

■ 有 ⇒

□ 無

□私的使用

□後援会事務所

■政党活動事務所

□会社等 (関係団体)

延べ面積
50,4   ポ

賃借料
月密買     61,000

(政務活動費充当額

円

48,800  円)

政務活動事務所

として使用する

割合 80%

(次のいずれかの説明方法を選択)

□使用面積による  使用面積     ポ/延べ面積 (ポ )

■使用時間による  月  216時間のうち  172.8時間

事務所関連経費

按分比率など

維持管理

経費

□電気代・・・  %
ロガス代・・・  %
■その他 (灯油代

□水道代・・・

■固定電話代、プロバイダい代・

)。  ・ ・80%

%
・80%

駐車場

賃借料

%

月額

(政務活動費充当額

円

円 )

【所在地】 妻

所有区分
□生計を一にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

備  考

※事務所 。駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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建 物箕 貸 借 契 約 書

該、り移縦

(以下甲という)と

第1条 欝 物件)

韓擁Z霧弊なり
第 2条 (使用目的)

呵.甲はその所有にかかる前条表示の建物 (以下本物l牛という)を乙に

を員遭意悟ψ
テイ  として使用させるために貫員し、乙はその目的でこれ

第 3貴
養鶴 Iょ 勅 >ぅ年 /ノ 月 /日より平成,ど年/7月 ,/日までとす

る。だだし期F翻満了の際甲乙協議の上更新することができる。
第 4弁

.燃 憲牌 響
)蠍

レ。レ 円也 に の内消餓
一

D、

蒼解 1こ細 分理とl本兵矛色嚇 動雪邊tEセ近ζ君
招磨と遜

振込み手すよ料tよ乙の負担とする。

2基
奎糊 埓房詠墨塁撃留賓撃誰懸塚米播馴 奨露属鞘

3盟蕩程あ届幾守察翼慇零B自亀2とマ亀貨.ガス.水道の使用料・町内会
第5条蘇

その他消稲費及び乙の故意、過失Iこよる修理費は乙の負担_とする。

1.乙は、その償務の履行奄担屎するため、保証金として金
円也を平成】3年 ′/月 /日に甲に交付した。 保日正金に つ ど
い 〔)

(以下乙としヽう)とは、下記の通り蜃賓借契約を締結する。

建物コード

取ヨ1主任者  氏善

登aR番号

テナント契約血

人

人
か撃
難

乙と遵帯してその健務を展
2:甲は契約期間満了翼よ、解約により本買賞借着無了し乙から本物件の完全      行する資に任ずるものとする。
な選選を受けたときはlヶ自似内に保肩T命 を乙に返還しアどければならない。    第10条 (強胡l執行)

ただし、この場合乙ガ員料その他応契約に基づき甲に対し金戯債務を有して      甲乙及び運帯際証人は、本契約に基づく金競質務を履行しないときlよ、直ちに
いるときは、甲は保証金よりこれを差ヨIき残額を返澤するものとする。        強制執行を受けても異議ないことを手め認踏する。

第6条 (損害賠鶴 )                               第11条 (台憲管轄)

1.乙は、本物件ガ滅失・数損した時は直ちに甲に通知げるものとし、その溺      甲、乙、丙間に紛争ガ生じた場合は、甲の住居地をTョ婿9る裁!W」所を合意管軽
失敗浜ガ乙又はその家娯・使用人の故意者しくは過失に起因する場合は、そ      裁判所とする。
靭 増 郡 鑽 И I引 1麟軽 説 即 呻 田 田 珈

“

嘔 山 H山 ぃ ぃ
… … …

鶴 転 ぃ_‐ 嘉 1燦 (イ寸  則 )__´
2_乙は、本気貸借契約終了g盗本翅件を完全に9日渡し返還しないときは、これ
を使用すると否とに方力わらず、返還を完了するまでその当時の員A料と同観
の金員を損害貝き償として甲に支払わなければならない。

3.乙は、月畢約を通告後であつても、本靱件の返還完了までは、保B正金をもつ
て員料そのl也本契約に基づく償務の弁済に充当すること′ヂできない。

4.甲は、盗難その他甲の到こよらない事由による損害については、二切その
資佳及び費用の員担を負わないものとする。

〕第7条 (禁止夢頂)

η.乙 lま使用目的を変更したり、第ヨ者に使用させ、又は転貸したりすること
ができない。

2.乙は、中の轡面による承詰ガなければ、本物件の改造・模様督・その他の
現状変更ガできないものとする。なめ、乙lよ甲の承諸を得て行つた現状変更
であつても、明渡しの際は自貴をもつて原状に復するものとする。
3重
υl[撒幹許筋科渉覇夢堺プ

4・ 乙lよ、本物件又はその麒地iこあいて、危険物の持込・騒音・悪臭の取徹等
FELミヌは衛生上有害なl」為、その他回l紀窪書し、あるいは近隣の迷悪となる
ような行れをしてはならない。

5,乙は、本質貸借契約ガ終了し本物件を返還する場合、市根料・移転料・権
利金・その他これに類する一切の金銭的誇京をすることアヂできない。

第8条 (契約の終了)

1.甲又は乙の都合により本契約を解約する場合lJ:、 甲は、6ク月前、乙は3

ヶ周前Iこ相手方に対し雷面により通各しなければならない。但し乙は3ケ月
分の家買の前納により通告に代えることメデできる。

2.甲は、乙蒼ДのSSのいずれかに当るときは、通知、催告なしに本契約を
解約することができる。

1,資料の支払を2ゲ月以上鵞つたとき9

2,破産、刑事事件その他者しく信用を失墜したとき。
9,入居申込みに虚偽の事実があることアヂ判明したとき。
4.乙ガ反社会的団体 (暴力団、過激な政治団体等)の種成員、それに
準する者と認められたとき。

5。 その他本契約各条頂のいずれかに違背したとき。
3.乙は、本賃貸l首契約オ終了したときは、遅滞なく自景をもつて、本物件を
原状に優し、かつ、本物件内にある乙の付属設備や物品を撤去して、本物件
を甲に完全に明渡し返運しなけれ鵬ならない。

4.乙は、本物件を甲ほ明澄し返還する場合は、あらかじめ(有 )旭建託不動産
に書面をもつてその旨を通知し、馬会社の係員の立会を得て、本物件の現状
を点検しなければならない。

5.乙オ第3頂の義務を念り、復旧工事をなさず、又は物品を残置したときは、
甲にあいて複旧工事をし、翼よ乙アヂ残霞物品の所有糧を放棄したものとみな
して任意にこれを処分できるものとし、乙はこれに対し異議を申し立てるこ
とができず、又―切金銭的請求をすることができない。なあ、この場合甲ガ
侵lロエ事又は物品の処分E要した費用はすべて乙の負担とする。

6.員貸借契莉期間内であつても、本物件ガ朽廃し、著しくは大粟・地変・火
奨等により潮失・毀損し、又は都市計画等により本辺件/」収去又は使用制限
され、賃貸借契約を継続することが困難となつたとき、又は第7条第9頂の
過欠lをしないで1ケ月以上本物件を無人にしたときは、本員寅借は当然終了
するものとする。

銘 0条 (保証人の貢務)

運帯保巨E人は、本契約E基づく乙の償務を保証し、

1.乙ガ些入れた入居申込金、金 ___―  円は、平成一 年 一 同 _日
入居手的金に必市し

擬知 潔盈胞昌ξ
4.当日以降、当該建″勿の用途変更、巻しくは増改築並びに造作附加、変更エ
事をなした場合は、員料の増減改コもあり得るものとす乱

5.家賃始知は建物完成時又は内装着工時或い|よ入居時のしヽすれア)早い時期か
うとする。

6.本契約書隠 覇のない亭頂については民法及び慎習に従い成る可く道義的
に亀撃決するものとする。

第13条 (特  約)

仲介 業者  有嵌会社

A永瑕触 寺
TEL(0725

甲、乙、丙三名は、本契約書の全項目を熱読したうえ合意に達し本契約を締結した。上記契約を
証する為、各自署名捺印の上、本契約書を甲及び乙、(有 )旭建託不動産、各々が各自1過を所持する。

平成力S年 //月 /日
大阪府れ,泉市代屋

(甲)員 貸 人

(乙)員 借 人

'4D♂

所

筈

Ｌ

所

名

Ｌ

所

名

Ｌ

Ｅ

　

　

　

　

Ｅ

　

　

　

　

Ｅ

住

氏

Ｔ

住

氏

Ｔ

住

氏

Ｔ

智
'卜

寺 岡 洋 信

第1329サ(丙)連帯保証人

◎

滋賀暴

(借 主控)30
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〒 ♯22(,2019 V
界市

IIIBICII.IIII‖ ElllBIIII日 111111中
,11.1・ 1111・・IIt]:|・ |[■ 11.II卜

.II

(62201)
V 0722 000oo1 704  1110   0001905/

住 所

ご契約者

様
氏 名 黒田 征樹

 

家庭用総合自動車保険 (AAP)
令和 4年  7月 20日 午後4時から
令和 5年  7月 20日 午後4時まで

ロードレスキュー

1 年間

トヨタアルフアー ド

万向

装置

AGH30W
〒口ユ:|:ア|IIコ i気射|

  
契約者に同じ

運転者年齢条件特約 (35歳以上限定)

1方を1彦 5溝受オ31-29虚
'」

|‐111ェイすS藤達、|:
①ご本人・配l属者 ｘ

×

卜

○

Ｘ

×

Ｘ

６

綴 ②岡居のお子様
○

○

○

○

.盟舗籍
19P躍鸞?.
⑤帷莱貝

ユ ー
囮 AIC顔保

ご契約者名 ロードレスキュエ

様
黒田 征樹

ケガ人を  警察ヘ

≦●姶
牌 ●聰ぎ
裏面の∈要藤雨動に記録

弊社

に連織

12分割 (12回払 )

s640円

11'卜社,:最 初

口座振替舌絵1を

該当1月 の
所庁 ＼́

揉答日

(CPlL27

r■ ||,fililll

|,_^_■■と1!■ |■ i      l

ノンフリー ト14等級 (割引50%)
1薪章割

'I=～

株式会社クリア

TEL 901〒 6484■ S069

ξま::ヨ喜宮どど:与ヒ拿〔与:3::こ:::會::|二
をと,

事故受付センター      0120-416-(
スマートフォン

'携
帯鴛誘からもご拝J用

`

0120-016-693 スマーⅢカン・城帯電柩からもご利用t

◆平日・土・日・祝日:午前9時～年後 5時 (年末年始を除く)

24時間 ,365日 、事故のご連絡に対応 しています。

大阪プロ営業課

ロードレス:

Эこんな場合1ま

惑ずご速終くださしヽ

『nH丼ら為 H用途車種の変更

国囲〉盟翅 登録番号の変更

囲伊

十幣る  お車の譲渡
了禽 H卜懇尋 お車の入香

D癬
認3協母耳

白uを変更する場合

'年
齢条件を変更する場合

,運転者限定特約を変更する場台

'記
名被保険者を変更する場合 など

」「ドライバー安心カード」をミシ

鼻逢暮異毒畠負:F業蒼鷺8赫艤鋒信学Eと頁ど豊施とで七
筆晶窪:著宅哲埼是暴宋籠お患1丁びけビ鳥毯耳禁重移監,ご住所の変更 ◎簿―事散が起こったら…盛ゎてずとこ3ステップ建。 させていただきます。詳細は、阿封のご案内をご覧下さし

※事故現場で示談。約束はせずに、早期に弊社にご連絡ください。
※乗車中の方がケガをされた場合も、必ずご連絡ください。

ン線にそつて切り取り、そのまま車検こ証に同封するか、3つ折りにして免許証と一緒に携帯してください。

事故受付センター 0120-41C
スマートフォン ,A帯電 S舌 からもt

取扱代理店・扱者 株式会社クリア
TEし 06-6484-5660

1「R扱営業店 F,1西 本部      大阪プロ笛崇来
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車 内 り品4守約
日常生活賠償責任特約

初回保険料口座振誉特約

ず誌録しそ
午 前

万円 (免 0円 )

保険金額 無制限 (免責金額0円 )

用特約
時費用

用特約 (自動車事お
運転特約

遣押琴隙料分割払特約

おきましょう。 現埒見取図

5

人

年   月  日 分頃口寺

！

―

‥

―

‥

―

―

‐
タ

ニ
折

リ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

！

上

さ

付近
１
１
●

タ

ニ

併
「

わ )搬 い

り

職 ′ヶt年

樹

ld

自

警 察

補償されません。

バーサルデザィン機構により、「色覚」の個人差を問わず多くの方に見

軍故状況

〔4も モ|さ裏質(/,苗 任1に 項ぇ
一
た

一
し

一
ま

一
れやすく配慮吉れたデザィンとして認証 V020

に

|こ

の お を車 運転中 さを死傷 せ の損法律上 Rき害 を償責任
し担 た場合

つ1 き名 とと 制| 限

フ ス 5料率

ご契おあお ど題霰中tr他天あ財物 車・ な に早 ( 他 の 建 物 ど ) 害 を損
を し法律た , 上の損害賠償責任 負担 た場合

免責金額  なし
ラス 7

1事故につき 無 制 限

‰
三長亀補償

無 制 限

ゴ寿犯9ξ帯建寝毒虜編展P章革肢で起転:雷・や向莱きあ芳みで死イう

に 乗者の方

O

た

|○ :

医療保険金

だ し治策 日数が 5

傷害の部位・症状に応じ
て定額をお支払いします
日本満の場合は定奮買1万円です

ゞ契約のお草t

斉れた場合

一時金私

料率クラス 8

保険金額 1名にっき looO万 円

蜘盟転離τ
:億継乱二 補償されます

× →

ロユ鳴9爵厳

ク スフ
回 0 万円 :

ネ9 2回 0万円

定保険価額

補償されません

魅軒側概;徹達粛ごた憩されません

コノミーA
保険価額または協

協定新価保険金額

530万 円

530万 円

・特約は弊社本―ムベージにてご覧くださぃ。
alg,c。 . JP/sonpo

te約款】普通保険約款
http、 ://www

A

かヽら 5

肛
免責盆額 な|

1

」也
『 ロー ド

レスキュ.
耳t両 傑晩の

撤flRI々 常 鷺

騨 × ()

× *

×

オ,帝 iヤ 町 ×

D保険証券は、NPO法人カラーユ
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賃借人 (申 )

1俊祠

|ネ
'力

牙

自動車リース契約書

――十一一弾 皇警2ユ柳 望部H

陸 )

承ヽlp タエ111
_働 鯉 翻 魏 虫 違 蟄 張

住友三井オートサー

韓  露ロ

目2
,

'

l降名)

~准

湧 が

~‐ ~‐ ~‐ ‐

III;|111耳 ^!Fi

!|:.:|'|:∵ :● 子11:・I!,

解魏錠 働

疇 ) ↓
印
半

― 堅口区両目二丁目10-14
出光クレジント株式会社
■と:03-5624 7289

上記の者は、次のとおリリーズ興約を締結し、その圧として本書2過を作成し、各自協 締印のうえ甲及び乙が各1週を保有しまi

契約要 目表

1

肛 番

2o

約 番 イ

トヨタ
“Cパツケージ"7DC押量お∞∝み乗 最大積載 Xg

i台

ド  S

30年塵墓「
色 ホフィト′く―ルクリスタルシャィン

とおり とおり
大阪府堺

[岡 

60 kn
2022 6

な し

※※※※※※※※※※

前  払
リース拇

支払方法
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参考様式第 4号

出張報告書

令和 5年 10月 20日

大阪維新の会堺市議会議員団

会 派 の ネ 旅 ・議 員氏ァ名 黒 田 征 樹

出張報告は下記のとお りです。

1. 目   的   福岡市の行政 DX及び戦略的広報、佐賀県産業スマー ト化センターについて

2.期  間 令和 5年 10月 12日 (木)～  令和 5年 10月 18日 (金 )

3,日 程 等

4.面談者

。福岡市役所

  総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課 課長

  総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課 係長

  総務企画局 DX戦略部 DX戦 略課 DX戦略係長

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課長

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦 PI各課 広報第 8係長

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課 企画係長

  福岡市役所 市長室広報戦略室 広報課長

  福岡市 こども未来局 こども政策部 こども政策課 こども政策課長

  福岡市 こども未来局 こども政策部 こども政策課 企画係長

・佐賀県産業スマー ト化センター

記

月  日 日寺 亥↓ 出張先 (都市・施設名等 )

① 10月 12日 (木 ) 13:00-15:30 信岡市役所 (福岡県福岡市)

② 10月 13日 (金 ) 10100-12:00 l左賀県産業スマー ト化センター (佐賀県佐賀市)
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佐賀県産業スマー ト化センター センター長

佐賀県 産業労働部 産業 DX・ スター トアップ総↓雷監

佐賀県 産業労働部 産業 DX・ スター トアンプ推進グループ副課長

株式会社佐賀電算センター 公共事業部 システム統括部 インフラビジネス

システム 3グループ サプマネージャー
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5,報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

堺市のDX化や戦略的広報を推進する上で参考となる福岡市を視察した。また、潜在的な起業

家を堺市に呼び込むと共に、育成する環境整備に関する知見を得るために佐賀県産業スマー ト

化センターを訪問した。

【福岡市役所】

I.DX推進の経緯

市役所の人的資源を福祉等「人のぬくもり」が必要な分野に再配置することで、質の高いサー

ビスを提供するという目的を達成するため、令和 2年 11月 にDX推進課を創設した。更に、

市の職員と民間の人材である DXデ ザイナーによる民間連携のプロジェクトチームを発足し

た。

工.RPAの活用

令和元年度より RPA・ AI-OCRを 本格導入することで、年間約 13,270時 間の自動化に成

功。これにより、今まで以上に窓口業務に専念することができるようになつた他、関係法令を

調べる時間にも余裕ができたため、職員から業務知識の向上につながつたとの声が上がってい

る。

Ⅲ.行政手続きのオンライン化

令和 4年度には行政手続きの年間総処理件数が 1, 020万件あつたが、そのうち、940
万件をオンライン化した他、852万件 (83.5%)に 至つては、オンラインで完結できるよ

うになつた。

具体的にオンライン化したものとしては、下記 (1)～ (6)の通り。

(1)住民票の写し・税務証明書の交付申講

(2・)高齢者乗車券の申請

(3)水道の使用開始 。中止の届出

(4)就学援助の継続申請

(5)屋外広告物に関する手続き

(6)ヅ モー ト窓口

Ⅳ.アナログ規制の見直し

令和 3年 12月 、国は「アナログ規制」の一掃を掲げたが、福岡市では、令和 4年 2月 に条

例・規則・要綱の点検をはじめ、同年6月 に 10の条例 (ア ナログ規制 7項目に該当する5条

例、市内間の引越し等に伴う住所変更の届出等に関する5条例)を改正した。

V.プ ッシュ型行政への道の り

(1)プ ッシュ型の情報提供

福岡市が提供する子育て 。教育、福祉などの支援制度や健康診断等の利用案内について、本
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人の同意に基づき、その制度の利用対象となる可能性のある場合 (マイナンバーカー ドに登録

されている年齢と住所を参照)に、個別にプッシュ型でお知らせを受け取ることができるサー

ビス。

(2)デジタル身分証

福岡市動植物園など福岡市施設の年齢割引の適用を受ける際など、従来の運転免許証などに

代わる「身分証」として活用出来るサービス。

(3)図書館デジタル貸出カー ド

従来のプラスチックの貸出カー ドと同様に、図書館サービスが利用可能となる図書館デジタ

ル貸出カー ドサービス。

(4)窓日混雑状況の表示

お住まいの区役所窓日の混雑状況を、匿名化された画像でヅアルタイムに見ることができる

サービス。

(5)おすすめ情報の表示

市民が予め登録した興味関心のあるジャンルに基づき、福岡市ホームページなどの新着情報

や、おすすめ情報を受け取ることが出来るサービス。

Ⅵ.戦略的広報

(1)広報戦略課

情報発信に関する全長的マネジメン ト、テレビや CM等の活用/効果的な情報発信に関する

企画、調整/シティプロモーション/新聞、雑誌への広告.掲載、SNSでの発信 (Facebook、

Instagram) 等

(2)広報課

市 HP及び HP作成システムの運用管理、動画配信 (Youtubeでの「福岡チャンネル by Fukuoka

City」 /SNSでの発信 (LINE、 X)/毎月 2回の市政だよりの発行等

(3)報道課

市長定例会見等の記者発表/報道機関からの取材対応/報道機関との連絡調整等

Ⅶ。広報戦‖密ヽに係る具体的な取組

(1)広報掲示板

コンビニエンスス トアや市営地下鉄 35駅、市庁舎地下通路掲示板をポスター掲示用として

管理。

(2)デジタルサイネージ

市庁舎やションピングモールの街顕ビジョンにて市政情報を発信。

(3)シティープロモーションサイ ト

「Fukuoka Facts」 というサイ トを運営しており、本サイ ト内にて、統計データに基づいた福

岡市の魅力や特徴を紹介している。

(4)SNS発信日時の工夫

① X:物事の発生時に即座に発信
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② Facebook:市の取組やイベントの広報

③ LINE:発信する情報の内容に鐘み、発信する時間帯を設定している。例えば、子育てに

関する情報を発信する際は昼の12時頃とすることで、保護者の方々が確認じやすくな

るよう工夫を講じている。

【佐賀県産業スマート化センター】
I。 経緯と運営方法

デジタル技術の発達で飛躍するIT企業とそうでない非IT企業の落差が年々浮き彫りになつて

いた。そのため、非IT企業のデジタルの利活用を推進することで、それらの企業もITの愚恵に

預かれるよう取り組みを開始した。

Ⅱ.運営・組織体制

佐賀県庁の産業DX・ スター トアップ推進グループには 10名の職員が在籍しているが、その

うち7名 が民間経験者である。ちなみに、佐賀県は民間経験者の採用比率が47都道府県最も

高いとのこと。

また、産業DX・ スター トアップ推進グループが 11の事業を業務委託し、それらに21の企

業が参画している。業務委託の期間をあえて短期間にすることで、参画企業に緊張感を持た

せ、より競争力の高い事業を維持している。

Ⅲ.起業家誘致の手段

立地コス トが安いこと、起業家や企業がさほど多くないこと、企業間の距離が近いため関係

構築が容易であること等を県外に発信することで潜在的な起業家に対し、佐賀県で起業するこ

との優位性を訴えかけている。

また、同時に、都市部ではレンドオ~シヤン化している事業であつても佐賀県ではプルーオ

ーシャンであること―も多々見られるため、同様の事業を都市部でスター トするよりも、sがけ

んの方が可能性があることについても発信している。

福岡市では強力な市長の号令に従い、DX化を推進してきたことから、堺市でも同様のリーダ

ーシップの下、誰もが必要とする情報に漏れなくアクセスできる環境をより整備していく必要

があると感じた。

また、リモー ト窓日について、福岡市では各小学校区に 1つある公民館を所有しているとい

う点で堺しとは異なるが、堺市でも区役所よりも公民館の方がアクセスが良いという方も多数

いると考えられることから、本事業の導入については検討する価値があると感じた。

また、佐賀県産業スマー ト化センターの運営について、アウトゾースする期間をあえて短期

間とすることで、参画企業に緊張感抱かせるような工夫は堺市でも求められると感じた。更

に、佐

“

R県のように佐賀県内へ起業家を誘致する上での優位性を十分に分析することで、起業

家を県内に呼び込むことについて堺市でも再度ゼロベースで検討する必要があると感じた。
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出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

05‐ 1006・ 05‐ 1007・ 05‐ 1103・ 05‐ 1104・ 05‐ 1105・ 05・ 1106・ 05‐ 1202

Ⅲ
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